
マイナンバーを順次
お届けしています。
マイナンバー（個人番号）の通知は、
住民票の住所に簡易書留で世帯ごとにお届けします。
通知は、おおむね12月中旬までには届きますので
大切に保管してください。

❶ 通知カード
あなたのマイナンバー（個人番号）が記載されています。
ミシン目に沿って切り離し、大切に保管してください。
「個人番号カード」の取得にも必要です。

❸ 説明用パンフレット

❷ 個人番号カード交付申請書
必要事項を記入し、写真を貼れば、
簡単に申請できます。
詳しくは、❸説明用パンフレットをご覧ください。

❹個人番号カード交付申請書の

　 返信用封筒

※10月５日時点の住民票の住所に届きます。
※10月以降に転居した方への通知はもうしばらくお待ちください。

配達時に不在だった場合は
不在連絡票をご確認ください。

「通知カード」は
マイナンバーを証明するものです。
身分証明書としては利用できません。

配達時にご不在の場合は、「簡易書留ご不在連絡票」が
ポストに投函されます。
再配達を依頼するか、郵便局窓口へ出向き、受け取ってください。
郵便局の保管期限を超えてしまった方は、身分証明書（運転免許証など）と
印鑑を持って市民係窓口（☎内線２２１）にお越しください。

通知カードは、あなたの個人番号を確認することだけに利用できます。
一般的な本人確認の手続において用いることはできません。
市役所や金融機関での手続きの際、なりすましによる被害を防ぐため、

顔写真付きの身分証明書の提示が必要になっています。
運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、

個人番号カードの取得をおすすめします。

不在連絡票の見本

交付申請

マイナンバーのお問い合わせは不正な勧誘や情報取得にご注意ください
０１２０-９５-０１７８
０５０-３８１８-１２５０消費者ホットライン 警察相談専用電話

０５０-３８１６-９４０５

新設

一部ＩＰ電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合

怪しいなと
思ったら ☎１８８ ☎＃９１１０

「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。
こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。

不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
マイナンバーについて詳しくは

通知カード・個人番号カードについて

その他のお問い合わせ

（無料）マ イ ナ ン バ ー
総合フリーダイヤル

平　日  ９：30 ～ 22：00
土日祝  ９：30 ～ 17：30
※年末年始を除く

検 索マイナンバー

こちらの封筒が
届きます。

封筒の中に入っているもの

み  ほ
  ん

お近くの
消費生活相談窓口を

ご案内します。

または
最寄りの警察へ

・個人番号の確認ができます
・身分証明書としては利用できません

・個人番号の確認ができます
・身分証明書として利用できます

通知カード 個人番号カード

み ほ ん
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